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資料１－３ 

 

官民連携によるふるさと投資（地域活性化小口投資） 

プラットフォームの構築について 

 

１ 基本的な方針 

各地の伝統産業やソーシャルビジネス、地域や若者・女性の創業・

新分野進出等をふるさと投資※を通じて支援するため、内閣官房にお

いて、ファンド関係者の必要な情報を集約・発信できるホームペー

ジを開設して、関係者間による情報の共有・連携の向上を図るとと

もに、総合特区制度等による規制・税制等の支援措置や人材派遣等

を行うためのふるさと投資（地域活性化小口投資）プラットフォー

ムを構築する。 

※ ふるさと投資…個人の志ある資金を原資に小規模な事業資金を支援する仕組み。これま

でマイクロ金融と呼んでいたものから名称を変更。 

 

２ 具体的な支援措置等 

(1) プラットフォームを活用した関係者間のネットワーク形成 

 ファンド関係者がふるさと投資（地域活性化小口投資）スキーム

やふるさと投資（地域活性化小口投資）を活用してソーシャルビジ

ネス等の地域活性化に資する取組を実施する事例等を共有して、そ

れらの普及を図るため、ホームページを開設して、ファンド管理会

社、自治体・ＮＰＯ、事業者、出資者等のプレーヤー毎の関係情報

を情報提供して、関係者間でのネットワークの形成を図る。 

 

(2) 総合特区制度等を活用したファンド事業に対する支援措置等 

総合特区制度、特定地域再生制度や構造改革特区制度による認定

を受けた計画に位置づけられた地域活性化等に資するふるさと投資

（地域活性化小口投資）を活用したファンド事業に対して、規制の

特例措置、財政・税制・金融上の支援措置を行う。 

 

①  税制上の支援措置 

・現行制度としては、株式会社に対する出資に係る所得控除（地域
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活性化総合特区）・株式会社に対する出資に対する株式譲渡益控除

（特定地域再生制度）があるが、今後、こうした措置の活用など、

ふるさと投資を活用したファンド事業に関する支援措置を検討。 

② 金融上の支援措置 

・総合特区支援利子補給金＜H24 予算 1.6 億円、0.7％以内＞ 

・地域再生支援利子補給金＜H24 予算 1.7 億円、0.7％以内＞ 

③ 財政上の支援措置 

・特定地域再生事業費補助金＜H24 予算：5億円＞（例：自治体等を

通じて事業者への出資を支援） 

④ 規制の特例措置 

・地域活性化総合特区や構造改革特区の規制の特例措置を活用 

 

(3) 専門家派遣 

ふるさと投資（地域活性化小口投資）によるソーシャルビジネス

等の専門家を地域活性化伝道師として派遣する。 

 

(4) 関係省庁との連携体制の構築 

 金融庁等に対して、地方銀行、郵貯や簡保等の地域の金融の担い

手がふるさと投資の仲介業者と連携するように、通知を発出するよ

うに協力を依頼する。 
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ふるさと投資（地域活性化小口投資）プラットフォームの 

構築に向けた工程表 

 

 作業内容 

平成 24 年度 ○ホームページに掲載する情報の収集 

・ふるさと投資（地域活性化小口投資）のスキーム

事例、ふるさと投資（地域活性化小口投資）を活

用した取組事例の収集 

○ホームページの作成 

○金融庁等への協力要請 

○税制要求等 

○専門家派遣 

○総合特区制度等に基づく支援措置等の実施 

平成 25 年度

以降 

○ホームページの更新 

等
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